
別紙 ３ 北広島市

(第

(第

(施策 ）

 【 費用の予定額 】

～

平成２３年度補助金等評価調書（現行補助金用）
平成23年5月20日現在

整理
番号

117
補助金
等名

老人クラブ活動支援事業補助金
担当
部署

保健福祉部　高齢者支援課
電
話

内線805

事務
区分

■自治事務 交付開始年度 S45年 根拠法
令等

北広島市老人クラブ連合会補助金等交付要領外
□法定受託事務 交付終了予定年度

補助金等の概要
　北広島市老人クラブ連合会が行う事業に要する経費について、市がその一部を補助することによ
り、明るい長寿社会の実現と高齢者保健福祉の増進を図る。
　また、新設の老人クラブに対し、備品を貸与する。

上位施策との関
連
（総合計画での
  位置付け）

章 　支えあい健やかに暮らせるまち 1 章）

節 　高齢者福祉・介護の充実 5 節）

施策 　生きがいと社会参加の促進 1

（単位：千円）

区　　　　　　　分 22年度決算額 23年度予算額
24年度以降予定額

24 年度 毎年度

合　計 3,337 3,337 3,841 3,421

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業
か

□有　　　　■無

その他特財
一般財源 2,376 2,366 2,641 2,421

交付金額

国支出金
道支出金 961 971 1,200 1,000

地方債

評　　　価

チェック項目 採点 選択理由、説明等

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極
的に奨励しようとするもの

4 高齢社会の進展の中、地域を基盤として活動する老
人クラブを取りまとめ、生きがい活動や地域貢献活
動に取り組む老人クラブ連合会の活動は、高齢者の
社会参加の促進、さらには健康増進や介護予防など
の効果につながっている。また、備品貸与は、地域で
活動するための団体支援として有効である。

×３＝

12

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供す
ることのないもの

3

老人クラブは、地域のまちづくりを担う団体の一つで
あり、これら老人クラブの代表者を中心に構成する
老人クラブ連合会は市民参加により運営されてい
る。また、老人クラブ連合会が行う事業や研修会など
により、老人クラブ活動全般の活性化が図られてい
る。また、備品貸与は、活動の活性化に寄与してい
る。

(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 3
老人クラブは、老人クラブ連合会による育成指導と
相互の連絡調整などにより適正に運営されており、
趣味や生きがいづくりにとどまらず、地域貢献活動の
取り組みが促進されている。また、備品貸与は、団体
の円滑な活動を助長するうえで必要である。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動
である

4

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、
団体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれて
いること

4

老人クラブ連合会の事務局体制の充実は、会の運
営の安定化と適正な事務処理につながっており、老
人クラブの地域貢献活動の取り組みなど、目的の達
成のための事業を効果的に促進している。また、備
品貸与は、新設の老人クラブの活動目的と整合がと
れている。

採点合計 30 点



％ ％ ％
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別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 １１７ ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 老人クラブ活動支援事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市老人クラブ連合会　会長　松本一馬 設立年 昭和４５年

 構成員(団体)数 加盟31団体（会員数1,324人） （23年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

明るい長寿社会の実現と高齢者福祉の向上を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

高齢者の生きがいや健康づくりを推進するための事業を実施。単位老人クラブに対する助成や演
芸文化祭、研修会、スポーツ大会等の事業を実施する。

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 3,337 3,337 3,337

会費 713 713 713

その他補助金 80 80 80

その他 621 727 807

繰越金 43 136 199

収　入　合　計 （Ｂ） 4,794 4,993 5,136

支　　出

運営費 1,079 1,151 1,120

事業費 3,579 3,643 3,923

予備費

支　出　合　計 （Ｃ） 4,658 4,794 5,043

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 136 199 93

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

72 70 66

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費・事業費 運営費・事業費 運営費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 3,757 3,665 3,784

補助・交付金の算出根拠 北広島市老人クラブ連合会補助金等交付要領

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 89 91 88



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第

（第

（施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価結果・評価コメント】

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

117 事務事業名 老人クラブ活動支援事業 担当部署
保健福祉部

高齢者支援課
電話 内線805

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 北広島市老人クラブ連合会補助金等交付要領　外

事務事業開始年度 昭和４５年

個別計画等〃  終了予定年度

ソフト事業

支えあい健やかに暮らせるまち

5 節） 高齢者福祉・介護の充実

ソフト・ハード区分 単独一般 補助単独区分会計区分

　老人クラブ連合会へ補助金を交付する。
　老人クラブが行う高齢者の社会参加活動や生きがいづくり等の各種活動助成事業、健康づくり、介護予防支援
事業や地域支えあい事業、老人クラブ活動支援体制強化事業として、老人クラブへの事業費の助成、パークゴル
フ大会、ゴロッケー大会、演芸文化際、事務局体制の強化などを支援する。

1 生きがいと社会参加の促進

２ 対　　象 　老人クラブ連合会及び新設の老人クラブ

継続

１ 総合計画体系

1 章）

新規継続区分

老人クラブ連合会　　　　1
件
老人クラブ初年度備品貸
与
　　　　　　　　　　　　　　　1
件

老人クラブ連合会へ助
成
　　　　　　　3,337,000円
老人クラブ備品貸与
              　  418,624円

老人クラブ連合会へ助
成
　　　　　３，３３７，０００
円

老人クラブ連合会へ助
成
新設予定の老人クラブ
に備品を貸与

３ 目的と内容
　高齢者の知識及び経験を生かした生きがいと健康づくりの活動を支援するため、老人クラブ連合会（老連）の
活動事業費、各地区の老人クラブ（単位老人クラブ）の事業費を補助する。
　また、新設の老人クラブに対し、備品を貸与する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　老人クラブ連合会への補助金の交付。
　事務局運営、研修会、演芸文化祭などの、老人クラブが行う高齢者の社会参加活動や生きがいづくり等の各種
活動助成事業、健康づくり、介護予防支援事業や地域支えあい事業、老人クラブ連合会活動支援体制強化事業
などに支援。
　また、老人クラブの新設に伴う、運営に必要な備品の貸与を支援。

2
3
年
度

＊計画

老人クラブ連合会へ助
成

計画 実績 ＊計画

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

＊計画

前 年 度
２次評価

― ―

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続

　高齢社会の進展の中、生きがい活動や地域貢献活動に取り組む、老人クラブ連合会
等の活動は、高齢者の社会参加の促進、さらには健康増進や介護予防などに多いに貢
献している。また、新設の老人クラブへの備品貸与は、団体の円滑な活動を助長するこ
とから継続する。

２ 次 評 価

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画については、推進計画の計画内容を記入してください。）

総合判定 平成24年度に向けた具体的な方向性
評価区分

現状継続
　高齢者の生きがいや健康づくりのため、老人クラブの役割も高くなってきているが、組
織の加入率が減少してきており、事業内容などを工夫し、加入率を高めていく方策の検
討が必要である。



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

3,421決算額、当初予算額又は推進計画額 3,756 3,337 3,841

平成２５年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

その他特財

地方債

道支出金 1,170 971 1,295 1,085

国支出金

2,336

 ① 合　計 3,756 3,357 3,841 3,421

一般財源 2,586 2,386 2,546

 ④ ＝②×③

総事業費①＋④ 3,846 3,447 3,931

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

90

3,511

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

9,000

平成２４年度 平成２５年度

31

人　件　費

② 人　数（年間） 0.01 0.01

90 90 90

実績値

実績値

③
65歳以上人口（3月末）

0.01 0.01

②
老人クラブ連合会加盟会員数

目標値
人

1,391 1,324

31 32 32

1,354 1,354

①
老人クラブ連合会加盟団体数

目標値 団
体 31

14,198

1,324

目標値 13,314 13,604

実績値 13,414

目標値

9.5 9.2

【会員数／65歳以上人口】 実績値 9.9
％

10.4 9.7

14,792

　高齢社会の進展の中、地域を基盤として活動する老人クラ
ブを取りまとめ、生きがい活動や地域貢献活動に取り組む老
人クラブ連合会の活動は、高齢者の社会参加の促進に寄与し
ている。

【指標の定義（算式等）】 実績値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

成
果
指
標

老人クラブ加入率 目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　老人クラブ連合会の事務局体制の充実により、会の運営の
安定化と適正な事務処理が行われ、さらに老人クラブ連合会
が行う事業や研修会などの実施により、老人クラブ活動全般
の活性化が図られている。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3
　地域を基盤として活動する老人クラブは、地域のまちづくりを
担う団体の一つであり、これら老人クラブの代表を中心に構成
する老人クラブ連合会は市民参加により運営されている。

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

3

　老人クラブは、老人クラブ連合会による育成指導と相互の連
絡調整などにより適正に運営されており、趣味や生きがいづく
りにとどまらず、地域貢献活動の取り組み促進などの役割を
担っている。

効
率
性

活
動
指
標

④ 目標値

実績値

（単位：千円）
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